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3月10日（水）まで 
 
3月15日（月） 
 
 
 
3月31日（水） 
 

① 源泉徴収所得税・特別徴収住民税の納付（2月分） 
 
②所得税の確定申告・納付、延納の届出、確定損失申告（平成21
年分） 

③贈与税の申告・納付、延納の届出（平成21年分） 
 
④法人の確定申告、納付、延納の届出（平成22年１月期） 
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法人
住民税 
⑤法人（申告期限延長承認）の法人税確定申告 
1月延長（平成21年12月期） 
2月延長（平成21年11月期） 
⑥法人の消費税確定申告（1月期） 
課税期間（1月ごと申告） 
⑦法人の消費税確定申告（1、4、7、10月期）課税期間（3月ごと
申告） 

⑧法人の中間申告納付（７月期） 
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税 
⑨法人の消費税中間申告納付 
直前期年税額4800万円超 
平成22年1月期（1月ごと） 
直前期年税額４００万円超 
1、4、7、10月期（3月ごと） 
⑩個人の消費税申告・納付（平成21年分） 

 
 
（注）事業所得等の年間収入が3、000万円超の場合（②
以外の者）には、総収入金額報告書の提出義務があ
る（所法231の3）。 
 
④～⑨法人の事業年度（課税期間）終了日は各月末日
とする。 
④申告期限延長法人の納付延長期間には利子税が賦
課されるので、事業年度終了後２月以内である法定
期限内に法人税額等の見込納付を行う（通則法64①）。
なお、消費税法には法人税法と異なり申告期限延
長制度はない。 

⑥消費税の課税期間特例選択届出書の課税期間を変
更する場合には、変更する課税期間の開始日の前
日までに届出をしない場合には認められない。 

⑧法人の中間申告納付は、直前期年税額の半分が法
人税額10万円超、消費税額24万円超の場合である。 
 
 
 
（付記）納税申告書を提出した者は、法定申告期限か
ら１年以内に限り更正の請求をすることができる（通
則法23①）。 

今月の税務 
日　付 項　目 備考・コメント 

会
　
計 

「
変
更
・
訂
正
会
計
基
準
」の
影
響

で
、２
つ
の
実
務
対
応
報
告
改
正
案

が
公
表
議
決
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
２
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
９
５
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

本
委
員
会
で
の
主
な
検
討
事
項
は

次
の
と
お
り
。

改
正
実
務
対
応
報
告
18
号
・
19
号
の

公
表
議
決

昨
年
12
月
４
日
の「
変
更
・
訂
正

会
計
基
準
」等
の
公
表
に
伴
い
、
実

務
対
応
報
告
18
号「
連
結
財
務
諸
表

作
成
に
お
け
る
在
外
子
会
社
の
会
計

処
理
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」、

同
19
号「
繰
延
資
産
の
会
計
処
理
に

関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」
に
つ
い

て
、
本
委
員
会
で
は
所
要
の
改
正
を

行
う
改
正
案
が
公
表
議
決
さ
れ
た
。

本
改
正
は
語
句
修
正
等
、
技
術
的
な

改
正
に
と
ど
ま
る
た
め
、
公
開
草
案

の
公
表
等
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
な

い
。な

お
、
実
務
対
応
報
告
18
号
の
改

正
に
伴
っ
て
、
実
務
対
応
報
告
24
号

「
持
分
法
適
用
関
連
会
社
の
会
計
処

理
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」に
つ

い
て
も
技
術
的
な
修
正
が
行
わ
れ

る
。ま

た
、
適
用
日
は
い
ず
れ
も
変

更
・
訂
正
会
計
基
準
と
同
様
で
あ

る
。

公
開
草
案「
包
括
利
益
の
表
示
に
関
す

る
会
計
基
準
」等
へ
の
コ
メ
ン
ト
対
応

２
月
１
日
ま
で
コ
メ
ン
ト
募
集
が

行
わ
れ
て
い
た
、
包
括
利
益
の
表
示

に
関
す
る
会
計
基
準
お
よ
び
同
適
用

指
針
な
ど
に
つ
い
て
、
寄
せ
ら
れ
た

コ
メ
ン
ト
の
分
析
な
ら
び
に
対
応
が

検
討
さ
れ
た
。
包
括
利
益
の
表
示
の

導
入
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
賛
成

意
見
が
多
か
っ
た
も
の
の
、
意
見
の

割
れ
る
項
目
も
あ
っ
た
。
寄
せ
ら
れ

た
主
な
内
容
と
事
務
局
の
対
応
は
次

の
と
お
り
。

●
個
別
財
務
諸
表
へ
の
適
用

連
結
先
行
と
い
う
考
え
方
の
も
と

で
、
包
括
利
益
計
算
書
の
連
結
財
務

諸
表
へ
の
適
用
後
、
個
別
財
務
諸
表

へ
も
適
用
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
今
回
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ

ン
ト
の
な
か
で
は
、
個
別
財
務
諸
表

へ
の
適
用
に
反
対
す
る
意
見
や
、
適

用
に
際
し
て
は
市
場
関
係
者
の
十
分

な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
が
必

要
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
委

員
の
な
か
か
ら
も「
も
う
少
し
議
論

を
尽
く
し
て
結
論
を
出
し
た
方
が
い

い
」と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

今
後
の
事
務
局
の
対
応
と
し
て

は
、
個
別
財
務
諸
表
と
連
結
財
務
諸

表
と
で
同
一
の
基
準
に
す
る
の
が
原

則
で
は
あ
る
が
、
連
結
先
行
の
考
え

方
を
包
括
利
益
の
表
示
に
適
用
す
る

こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る

と
し
て
い
る
。

●
１
計
算
書
方
式
と
２
計
算
書
方
式

の
選
択
制
に
つ
い
て

２
つ
の
計
算
書
を
選
択
で
き
る
方

向
性
に
賛
成
す
る
意
見
が
多
か
っ
た

も
の
の
、
比
較
を
容
易
に
す
る
と
い

う
点
か
ら
は
２
計
算
書
方
式
を
原
則

と
す
べ
き
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ

た
。今

後
の
対
応
と
し
て
は
、
公
開
草

案
で
の
提
案
ど
お
り
、
選
択
制
と
す

る
こ
と
で
進
め
ら
れ
る
と
み
ら
れ

る
。

●
適
用
時
期

適
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ

ム
改
修
や
注
記
の
記
載
な
ど
、
実
務

負
担
が
大
き
す
ぎ
る
た
め
、
適
用
時

期
を
遅
ら
せ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う

コ
メ
ン
ト
が
多
く
を
占
め
た
。

今
後
の
対
応
と
し
て
は
、利
用
者
の

ニ
ー
ズ
と
作
成
者
負
担
を
勘
案
し
て
、

検
討
を
進
め
て
い
く
と
し
て
い
る
。
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フラッ
シュ 

年
１
月
ま
で
の
上
位
の
ほ
と
ん
ど
全

取
組
み
の
３
万
２
、０
０
０
番
を
実
証

分
析
し
た
。要
旨
は
、(A)
７
勝
７
敗
の

力
士
が
８
勝
６
敗
の
力
士
に
対
し
て

の
統
計
確
率
的
な
期
待
勝
率
は
48
・
７

％
で
あ
る
が
、(B)
実
際
に
は
79
・
６
％

も
の
高
率
で
あ
る
。(C)
７
勝
７
敗
の
力

士
が
９
勝
５
敗
の
力
士
に
対
し
て
期

待
勝
率
は
47
・
２
％
だ
が
、実
際
に
は

73
・
４
％
に
上
が
る
。

(D)
７
勝
７
敗
の
力
士
が
、来
場
所
に

同
じ
相
手
に
再
戦
と
な
っ
た
場
合
、今

度
は
40
％
し
か
な
い
。(E)
さ
ら
に
翌
々

場
所
で
の
顔
合
わ
せ
で
は
勝
率
は
期

待
値
ど
お
り
の
５
割
に
戻
る
。結
論

は
、「
相
撲
に
八
百
長
な
ん
か
な
い
と

は
と
て
も
言
い
張
れ
な
い
」と
。

最
近
、説
得
力
の
あ
る
日
本
発
の
海

外
向
け
情
報
が
重
要
と
説
か
れ
て
い

る
が
、皮
肉
に
も
、そ
の
一
例
が
こ
れ

と
な
っ
た
。

閑
話
休
題
。会
計
で
は
ど
う
か
。た

と
え
ば
雑
誌『
会
計
』１
６
６
巻
４
号

に
掲
載
の
西
谷
順
平
氏「
航
空
会
社
の

あんな話 こんな話 

説得力の説得力のある、 
日本発の海外向日本発の海外向け 
会計情報会計情報とは 

説得力のある、 
日本発の海外向け 
会計情報とは 

逆
規
範
性
的
会
計
行
動
と
そ
の
背
景

―
機
材
関
連
報
奨
の
認
識
問
題
再
考

―
」を
挙
げ
た
い
。対
象
は
１
９
９
８

年
度
か
ら
２
０
０
２
年
度
ま
で
で
、Ｊ

Ａ
Ｌ
、Ｊ
Ａ
Ｓ
お
よ
び
Ａ
Ｎ
Ａ
の
航
空

３
社
に
お
け
る「
機
材
関
連
報
奨
」と

い
う
業
界
特
有
の
営
業
外
収
益
項
目

の
増
減
に
着
目
し
た
。

①
同
項
目
加
算
前
の
当
期
純
利
益

減
少
の
場
合
、同
項
目
増
加
の
会
計
年

度
が
18
ケ
ー
ス
と
多
い
。②
同
様
に
前

者
増
加
、後
者
減
少
の
ケ
ー
ス
は
10
も

あ
る
。し
か
し
③
前
者
増
加
、後
者
増

加
は
４
ケ
ー
ス
し
か
な
い
。④
前
者
減

少
、後
者
減
少
も
４
ケ
ー
ス
し
か
な

い
。明
ら
か
に
前
者
と
後
者
の
向
き
が

逆
の
ケ
ー
ス（
減
益
を
同
項
目
で
補

填
、ま
た
は
増
益
で
同
項
目
が
不
要

に
）が
多
く
、同
じ
向
き
が
少
な
い
。①

か
ら
④
の
計
36
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、本

来
は
同
じ
程
度
の
分
散
だ
が
、分
布
が

偏
っ
て
い
る
。統
計
確
率
的
に
み
て
後

者
の
計
上
が
尋
常
で
は
な
い（
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
の
正
確
確
率
検
定
）。ま
し
て

会
計
理
論
的
に
も
、機
材
関
連
報
奨
の

収
益
計
上
は
疑
問
で
、機
材
の
取
得
原

価
を
減
額
す
べ
き
だ
。

な
る
ほ
ど
。本
論
文
の
説
得
力
は
一

級
品
で
あ
る
。現
に
Ｊ
Ａ
Ｌ
は
経
営
危

機
だ
。さ
は
さ
り
な
が
ら
、英
訳
さ
れ

て
海
外
発
信
と
な
る
と
日
本
の
会
計

学
徒
と
し
て
胸
中
複
雑
で
あ
る
。

岡
崎
　
一
浩（
愛
知
工
業
大
学
教
授
）

日
本
相
撲
協
会
は
、「
わ
が
国
固
有
の

国
技
で
あ
る
相
撲
道
を
研
究
し
…
相
撲

道
の
維
持
発
展
と
国
民
の
心
身
の
向
上

に
寄
与
す
る
」と
高
ら
か
に
謳
っ
て
い

る（
寄
付
行
為
３
条
）。

し
か
し
八
百
長
疑
惑
の
歴
史
も
古

い
。た
と
え
ば
１
９
６
３
年
９
月
27
日

に
当
時
作
家
の
石
原
慎
太
郎
・
現
東
京

都
知
事
が
日
刊
ス
ポ
ー
ツ
紙
上
で
全
勝

同
士
の
大
鵬
・
柏
戸
の
千
秋
楽
戦
に
対

し
八
百
長
疑
惑
を
指
摘
し
た
。協
会
は

告
訴
す
る
と
し
た
が
、結
局
は
石
原
氏

が
謝
罪
し
落
着
し
た
。

翌
々
日
の
29
日
付
朝
日
新
聞
で
は
各

界
の
意
見
を
紹
介
し
て
い
る
。あ
る
相

撲
解
説
者
は「
…
証
拠
も
な
い
の
に
断

じ
き
る
の
は
間
違
い
。瞬
間
的
に
勝
負

の
き
ま
る
相
撲
競
技
特
有
の
宿
命
と
い

え
る
」と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

横
綱
柏
戸
は
４
場
所
連
続
休
場
後

で
、文
字
ど
お
り
必
死
で
臨
み
、こ
の
一

番
に
賭
け
る
心
意
気
の
差
が
勝
負
に
現

れ
た
と
い
う
。そ
う
な
ら
単
に
気
の
毒

で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。

以
降
も
週
刊
誌
で
の
疑
惑
報
道
が

断
続
的
に
続
く
。

最
近
、別
の
視
点
か
ら
、こ
の
疑
惑
を

肯
定
す
る
本
に
出
会
っ
た
。レ
ヴ
ィ
ッ
ト

と
ダ
ブ
ナ
ー
の
共
著『F

reakonom
ics :

A
 rogue econom

ist explores the

hidden side of everything.

』（『
ヤ

バ
イ
経
済
学
』東
洋
経
済
新
報
社
刊
）

で
あ
る
。

１
９
８
９
年
１
月
か
ら
２
０
０
０

会
　
計 

退
職
給
付
引
当
金
の
科
目
名
、「
退
職
給

付
に
係
る
負
債
」へ
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
退
職
給
付
専
門
委

去
る
２
月
４
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
64
回
退
職
給
付
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

公
開
草
案
の
文
案
検
討
も
残
り
あ

と
２
回
と
な
っ
た
。
主
な
検
討
内
容

は
次
の
と
お
り
。

科
目
名
の
変
更

次
の
用
語
が
変
更
さ
れ
る
見
込
み

で
あ
る
。

・
退
職
給
付
引
当
金
↓
退
職
給
付
に

係
る
負
債

・
前
払
年
金
費
用
↓
退
職
給
付
に
係

る
資
産

・
過
去
勤
務
債
務
↓
過
去
勤
務
費
用

・
期
待
運
用
収
益
率
↓
長
期
期
待
運

用
収
益
率

本
公
開
草
案
に
含
ま
れ
る
現
行
基
準

(1)
　
会
計
基
準（
案
）

「
退
職
給
付
に
係
る
会
計
基
準
」・

同
注
解
、「
退
職
給
付
に
係
る
会
計

基
準
の
設
定
に
関
す
る
意
見
書
」、

企
業
会
計
基
準
３
号「「
退
職
給
付
に

係
る
会
計
基
準
」の
一
部
改
正
」、
企

業
会
計
基
準
19
号「「
退
職
給
付
に
係

る
会
計
基
準
」の
一
部
改
正（
そ
の

３
）」を
基
礎
に
改
正
・
統
合
し
て
い

る
。

(2)
　
適
用
指
針（
案
）

会
計
制
度
委
員
会
報
告
13
号「
退

職
給
付
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針

（
中
間
報
告
）」（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）、
企

業
会
計
基
準
14
号「「
退
職
給
付
に
係

る
会
計
基
準
」の
一
部
改
正（
そ
の

２
）」、「
退
職
給
付
会
計
に
関
す
る

Ｑ
＆
Ａ
」（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）な
ど
を
基

礎
に
改
正
・
統
合
し
て
い
る
。

適
用
時
期

原
則
、
平
成
23
年
４
月
１
日
以
後

開
始
す
る
事
業
年
度
の
期
首
、
Ｐ
Ｂ

Ｏ
関
連
に
関
し
て
は
平
成
24
年
４
月

１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
の
期

首
か
ら
適
用
す
る
。

文
案
検
討（
会
計
基
準
）

(1)
　
確
定
給
付
制
度
の
会
計
処
理

包
括
利
益
会
計
基
準（
案
）等
を
受

け
て
、
数
理
計
算
上
の
差
異
・
過
去

勤
務
費
用
に
つ
い
て
、
リ
サ
イ
ク
ル

（
組
替
調
整
）を
求
め
る
記
載
を
追

加
。

(2)
　
確
定
給
付
制
度
の
開
示

①
　
退
職
給
付
に
係
る
負
債
・
資
産

「
退
職
給
付
に
係
る
負
債
」等
の
適

当
な
科
目
を
も
っ
て
、
固
定
負
債
・

固
定
資
産
と
し
て
表
示
。

②
　
未
認
識
過
去
勤
務
費
用
・
未
認
識

数
理
計
算
上
の
差
異

税
効
果
会
計
を
適
用
後
、
そ
の
他

の
包
括
利
益
累
計
額
に
表
示
。

③
　
退
職
給
付
費
用
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売
上
原
価
ま
た
は
販
売
費
お
よ
び

一
般
管
理
費
に
表
示
。

た
だ
し
、
新
た
に
退
職
給
付
制
度

を
採
用
し
た
と
き
、
給
付
水
準
の
重

要
な
改
訂
を
行
っ
た
と
き
に
発
生
す

る
過
去
勤
務
費
用
に
係
る
当
期
の
費

用
処
理
額
が
重
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
当
該
費
用
処
理
額

を
特
別
損
益
と
し
て
計
上
で
き
る
。

そ
の
他
の
包
括
利
益
に
計
上
さ
れ

る
未
認
識
数
理
計
算
上
の
差
異
・
過

去
勤
務
費
用
、
そ
れ
ら
の
費
用
処
理

額
は「
退
職
給
付
に
係
る
負
債
調
整

額
」等
の
適
当
な
科
目
を
も
っ
て
純

額
表
示
す
る
。

文
案
検
討（
適
用
指
針
）

(1)
　「
実
績
修
正
」の
注
記

注
記
事
項
と
し
て
次
の
事
項
を
検

討
し
て
い
る
。

(1)
　
次
の
事
項
に
つ
い
て
、当
期
を
含

む
最
近
５
年
間
の
金
額

①
　
退
職
給
付
債
務
、年
金
資
産
の
期

末
残
高
お
よ
び
そ
の
差
額（
積
立
超

過
ま
た
は
積
立
不
足
）

②
　
退
職
給
付
債
務
、年
金
資
産
に
関

す
る
実
績
修
正
額

(2)
　
翌
期
に
退
職
給
付
制
度
に
支
払

う
と
予
想
さ
れ
る
金
額
の
概
算
額

(1)
の
②
は
、
当
該
情
報
の
有
用
性

と
企
業
の（
年
金
数
理
人
へ
の
依
頼
な

ど
の
）費
用
を
鑑
み
て
、
開
示
項
目
に

す
る
か
ど
う
か
懐
疑
的
に
議
論
さ
れ

て
い
る
。
(2)
に
つ
い
て
は
、
基
金
へ

会
　
計 

リ
ー
ス
会
計
、貸
手
に
つ
い
て
も
検

討
へ
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
リ
ー
ス
会
計
専
門
委

去
る
２
月
８
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
37
回
リ
ー
ス
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

２
０
０
９
年
３
月
に
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・

ペ
ー
パ
ー（
Ｄ
Ｐ
）「
リ
ー
ス : 

予
備

的
見
解
」を
公
表
し
、
リ
ー
ス
契
約

か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
資
産
・
負
債

を
Ｂ
／
Ｓ
で
表
す
単
一
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
開
発
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て

い
る
。

同
年
の
10
月
に
は
Ｄ
Ｐ
で
提
案
さ

れ
た
借
手
に
つ
い
て
の
会
計
処
理

（
使
用
権
ア
プ
ロ
ー
チ
）だ
け
で
は
な

く
、
貸
手
の
会
計
処
理（
履
行
義
務

ア
プ
ロ
ー
チ
）に
つ
い
て
も
検
討
す

る
こ
と
を
暫
定
合
意
し
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
２
０

１
０
年
の
第
２
四
半
期
に
貸
手
お
よ

び
借
手
の
観
点
か
ら
、
リ
ー
ス
に
対

す
る
会
計
を
提
案
す
る
公
開
草
案
を

公
表
し
、
２
０
１
１
年
の
第
２
四
半

期
に
最
終
基
準
を
同
時
公
表
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
同
委
員
会
で

は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
動
向

を
注
視
し
つ
つ
、
２
０
１
０
年
の
第

３
、
第
４
四
半
期
に
論
点
整
理
・
公

開
草
案
の
公
表
を
目
指
す
こ
と
と
し

た
。

会
　
計 

Ｅ
Ｐ
Ｓ
専
門
委
員
会
再
開
で
、短
期

的
対
応
項
目
を
検
討
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
Ｅ
Ｐ
Ｓ
専
門
委

去
る
２
月
８
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
８
回
Ｅ
Ｐ
Ｓ（
１
株
当

た
り
利
益
）専
門
委
員
会
を
開
催
し

た
。

本
専
門
委
員
会
は
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
Ｅ

Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
断
に
よ

り
、
検
討
を
一
時
中
断
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
た
び「
変
更
・
訂
正

会
計
基
準
」が
公
表
さ
れ
た
こ
と
等

に
伴
い
、
本
誌
２
０
１
０
年
２
月
20

日
号（
通
巻
№
１
２
４
０
）で
も
お
伝

え
し
た
と
お
り
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
検
討

の
方
向
性
に
影
響
を
受
け
な
い
部
分

に
つ
い
て
短
期
的
に
対
応
す
る
こ
と

に
な
り
、
専
門
委
員
会
が
再
開
さ
れ

た
。Ｅ

Ｐ
Ｓ
に
関
す
る
会
計
基
準
・
適

用
指
針
・
実
務
対
応
報
告
が
改
正
さ

れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
適
用
時
期
は
平
成
23
年
４
月

１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら

で
、
早
期
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
適
用
時
期

が
遅
く
な
い
か
」と
の
意
見
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
引
き
続
き
検
討
が

進
め
ら
れ
る
。
早
け
れ
ば
公
開
草
案

を
４
月
初
旬
に
公
表
し
、
６
〜
７
月

に
は
最
終
基
準
化
さ
れ
る
見
込
み
。

今
回
検
討
さ
れ
た
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
。

普
通
株
式
の
期
中
平
均
株
式
数

当
期
に
株
式
併
合
ま
た
は
株
式
分

割
が
行
わ
れ
た
場
合
、
普
通
株
式
の

期
中
平
均
株
式
数
は
、
表
示
す
る
財

務
諸
表
の
う
ち
最
も
古
い
期
間
の
期

首
に
当
該
株
式
併
合
ま
た
は
株
式
分

割
が
行
わ
れ
た
と
仮
定
し
て
算
定
す

る
。ま

た
、
当
期
の
貸
借
対
照
表
日
後

に
、
株
式
併
合
ま
た
は
株
式
分
割
が

行
わ
れ
た
場
合
も
、
普
通
株
式
の
期

中
平
均
株
式
数
は
、
表
示
す
る
財
務

諸
表
の
う
ち
、
最
も
古
い
期
間
の
期

首
に
当
該
株
式
併
合
ま
た
は
株
式
分

割
が
行
わ
れ
た
と
仮
定
し
て
算
定
す

る
。

会
計
方
針
の
変
更
ま
た
は
過
去
の
誤

謬
の
訂
正
を
行
っ
た
場
合

変
更
・
訂
正
会
計
基
準
に
従
い
、

財
務
諸
表
へ
の
遡
及
適
用
・
修
正
再

表
示
を
行
っ
た
場
合
は
、
表
示
期
間

の
Ｅ
Ｐ
Ｓ
お
よ
び
潜
在
株
式
調
整
後

Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
遡
及
適
用
後
ま
た
は
修
正

再
表
示
後
の
金
額
で
算
定
す
る
。
た

だ
し
、
過
去
の
期
間
に
注
記
さ
れ
た

潜
在
株
式
調
整
後
Ｅ
Ｐ
Ｓ
等
は
遡
及

的
に
修
正
し
な
い
。

親
会
社
が
子
会
社
等
の
潜
在
株
式
と

な
る
証
券
ま
た
は
契
約
を
発
行
し
た

場
合連

結
上
の
潜
在
株
式
調
整
後
Ｅ
Ｐ

Ｓ
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
潜

在
株
式
に
つ
い
て
、
当
期
純
利
益
調

整
額
の
ほ
か
、
想
定
さ
れ
る
転
換
の

結
果
、
子
会
社
等
の
普
通
株
式
増
加

に
起
因
す
る
親
会
社
の
損
益
の
変
動

（
配
当
収
入
等
）に
つ
い
て
も
普
通
株

式
に
係
る
当
期
純
利
益
に
加
減
す

る
。
な
お
、
想
定
さ
れ
る
転
換
が
行

わ
れ
て
も
、
親
会
社
発
行
済
普
通
株

式
数
は
変
動
し
て
い
な
い
た
め
、
分

母
の
調
整
は
行
わ
な
い
。

の
拠
出
の
み
な
ら
ず
、
翌
年
の
一
時

金
か
ら
の
支
払
も
注
記
す
べ
き
と
い

う
意
見
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｕ
Ｓ
│
Ｇ

Ａ
Ａ
Ｐ
で
は
今
後
10
年
間
の
給
付
支

払
予
想
額
の
開
示
が
必
要
。

(2)
　
複
数
事
業
主
制
度
の
会
計
処
理

お
よ
び
開
示

「
自
社
の
拠
出
に
対
応
す
る
年
金

資
産
の
額
を
合
理
的
に
計
算
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
」の
判
断
要
件

の
う
ち
、「
複
数
事
業
主
間
に
お
い

て
、
類
似
し
た
退
職
給
付
債
務
を
有

し
て
い
る
場
合
」を
削
除
す
る
か
ど

う
か
検
討
し
て
い
る
。
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フラッ
シュ 

金
　
融 

Ｇ
７
で
議
論
さ
れ
た
２
つ
の
リ
ス
ク

カ
ナ
ダ
の
イ
カ
ル
イ
ト
で

２
月
６
、
７
日（
日
本
時
間
）

に
開
催
さ
れ
た
７
カ
国
（
Ｇ

７
）財
務
相
・
中
央
銀
行
総
裁

会
議
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
な
ど

新
興
国
の
財
政
悪
化
問
題
や

金
融
機
関
に
対
す
る
金
融
規

制
案
に
関
す
る
討
議
が
中
心

と
な
っ
た
。

新
金
融
規
制
案
に
対
し
て

日
本
は
明
確
な
ス
タ
ン
ス
を

取
り
に
く
い
。
実
際
、
Ｇ
７

開
幕
前
の
５
日
に
亀
井
金
融

担
当
相
は
、
ア
メ
リ
カ
の
方

針
に
賛
同
す
る
形
で
の
金
融

規
制
導
入
に
は
否
定
的
な
見

解
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
最
終
的
に
ア
メ

リ
カ
が
競
争
上
、
他
国
に
も

同
様
の
規
制
を
求
め
る
の
は

明
ら
か
だ
。
当
面
、
直
接
の

影
響
は
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
大

手
金
融
機
関
に
限
ら
れ
る
も

の
と
み
ら
れ
る
が
、
金
融
面

で
の
景
気
刺
激
策
に
で
き
る

だ
け
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
残
し

て
お
き
た
い
政
府
・
与
党
と

し
て
は
、
微
妙
な
選
択
を
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う

だ
。ま

た
も
う
１
つ
、
今
回
の

Ｇ
７
で
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
新

興
国
の
財
政
悪
化
問
題
は
、
最
終
的

に
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
の
国
際
機
関
で
は

な
く
、
Ｅ
Ｕ
内
で
解
決
策
を
模
索
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
欧
州
で
は
、
ギ

リ
シ
ア
の
み
な
ら
ず
ス
ペ
イ
ン
や
ポ

ル
ト
ガ
ル
な
ど
財
政
赤
字
に
悩
ま
さ

れ
る
国
を
抱
え
て
お
り
、
ユ
ー
ロ
の

対
円
・
対
米
ド
ル
で
の
減
価
と
い
っ

た
形
と
な
っ
て
問
題
が
具
現
化
し
て

い
る
。
財
政
赤
字
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
12

％
を
超
え
る
ギ
リ
シ
ア
の
財
政
赤
字

比
率
は
突
出
し
て
い
る
た
め
、
域
内

支
援
策
に
よ
っ
て
沈
静
化
を
図
り
た

い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
も
同
比
率
は
今
年

日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号 

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等   

2010年 
2月2日  
 
 

2010年 
2月10日 
 

 
2010年 
2月12日 
 
 

2010年 
2月12日 

 
ＡＳＵ2010－08「様々なトピックの技術的な訂正」 
 
 
 
資産の流動化に関する法律施行規則の一部を
改正する内閣府令（案） 
 
 
業務本部審理ニュース〔No.6〕「退職給付会計に
おける未認識数理計算上の差異等の費用処理
方法等の変更について」 
 
 
企業内容の開示に関する内閣府令（案）等 

 
FASB 
 
 

 
金融庁  
 
 

日本公認 
会計士協会  

 
 

金融庁 

ＵＳ－ＧＡＡＰに存在する不整合や不明確な規定を見直したも
の。主な訂正はサブトピック８１５－１５のデリバティブとヘッ
ジの部分。 
 
業務開始届出書等の記載事項における「特定社員が保有す
る出資額」や、資産流動化計画の記載事項への「特定出資の
総額の上限」などが追加されている。施行は４月１日を予定。
コメント募集期間は３月１２日まで。 
 
金融危機による有価証券の時価の大幅な変動は、退職給付
会計における会計処理方法の正当な変更理由にあたらない
など、処理方法の変更について注意を喚起したもの。 
 
2010年3月期から有価証券報告書等の「コーポレート・ガバ
ナンスの状況」等において、個別役員報酬の開示を求めるな
ど、開示の充実を図ったもの。コメント募集は3月15日まで。 

度
末
で
８
・
６
％
と
な
り
、
前
年
度

の
３
・
３
％
か
ら
大
幅
に
悪
化
す
る

見
込
み
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
欧
州
の
財

政
赤
字
国
で
は
、
国
債
の
外
国
人
保

有
比
率
が
30
〜
50
％
に
達
す
る
の
に

対
し
て
、
日
本
で
は
１
割
に
も
満
た

な
い
と
い
う
根
本
的
な
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
欧
米
先
進
国
と
の
比
較
で

は
突
出
し
て
高
い
比
率
で
あ
る
。

今
回
の
Ｇ
７
で
の
２
つ
の
問
題
は

欧
米
各
国
の
事
情
が
優
先
さ
れ
た
議

論
だ
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
ギ
リ
シ

ア
の
財
政
赤
字
は
日
本
の
財
政
赤
字

問
題
、
金
融
規
制
問
題
は
日
本
の
景

気
対
策
と
、
各
々
長
短
金
利
の
上
昇

要
因
と
し
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
リ
ス

ク
を
は
ら
ん
で
い
る
。
リ
ス
ク
回
避

の
た
め
に
、
政
府
・
日
銀
が
先
手
を

打
っ
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
だ
。

証
　
券 

ト
ヨ
タ
、大
リ
コ
ー
ル
の
波
紋

世
界
一
の
自
動
車
会
社
に
の
ぼ
り

詰
め
た
ト
ヨ
タ
が
大
リ
コ
ー
ル
と
い

う
激
震
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
リ
コ
ー
ル
は
Ｃ
Ｏ
２

対
策
ト
ッ

プ
の
技
術
と
自
他
と
も
に
認
め
る
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
車
で
発
生
し
て
い
る
。

ト
ヨ
タ
の
品
質
神
話
、
ト
ッ
プ
・
ブ

ラ
ン
ド
と
い
う
名
声
に
傷
が
つ
い

た
。ト

ヨ
タ
の
株
価
は
直
前
の
高
値
か

ら
25
％
ほ
ど
下
が
っ
た
。
そ
の
他
の

大
手
自
動
車
会
社
は
15
％
前
後
の
株

価
下
落
と
な
っ
た
。
当
然
な
が
ら
ト

ヨ
タ
株
の
下
落
幅
が
最
大
で
、
一
瞬

で
は
あ
っ
た
が
、
ホ
ン
ダ
と
の
株
価

逆
転
も
話
題
に
な
っ
た
。
た
だ
、
株

価
へ
の
影
響
は
そ
こ
ま
で
で
、
自
動

車
以
外
の
も
の
作
り
産
業
に
シ
ョ
ッ

ク
を
与
え
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
問

題
は
自
動
車
産
業
に
限
定
さ
れ
る
と

受
け
止
め
ら
れ
た
よ
う
だ
。

株
価
の
反
応
は
自
動
車
業
界
の
地

殻
変
動
を
予
感
し
て
い
る
よ
う
に
も

感
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
ト
ヨ
タ
が
世

界
一
に
な
る
過
程
で
無
理
を
重
ね
て

き
た
こ
と
は
か
な
り
知
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
反
動
が
出
た
と
し
て
も
晴

天
の
霹
靂
の
よ
う
な
驚
き
で
は
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
環
境
対
策
車

と
し
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
は
現
状
で

は
最
高
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
か

ら
の
環
境
対
策
車
の
本
命
で
あ
る
電

気
自
動
車
で
は
、
ト
ヨ
タ
は
必
ず
し

も
先
行
し
て
い
な
い
。

最
近
、
日
本
の
自
動
車
業
界
で
は

２
番
手
以
下
の
ス
ズ
キ
、
マ
ツ
ダ
、

三
菱
自
動
車
な
ど
が
脚
光
を
浴
び
る

の
は
な
ぜ
か
、
と
い
っ
た
記
事
が
海

外
の
専
門
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
電
気

自
動
車
や
新
興
国
市
場
で
の
存
在
感

な
ど
で
、
２
番
手
以
下
の
ほ
う
が
目

立
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

足
も
と
の
企
業
収
益
を
み
て
も
、

10
年
３
月
期
決
算
予
想
で
は
、
大
手

自
動
車
７
社
中
６
社
が
営
業
利
益
で

黒
字
を
確
保
し
た
が
、
ト
ッ
プ
企
業

の
ト
ヨ
タ
だ
け
が
赤
字
予
想
な
の
で

あ
る
。
つ
い
最
近
ま
で
の
自
動
車
業

界
の
収
益
の
常
識
か
ら
す
る
と
、
天

地
が
逆
に
な
る
よ
う
な
変
化
で
あ

る
。リ

コ
ー
ル
問
題
が
発
生
し
た
と

き
、
株
式
市
場
は
ギ
リ
シ
ア
の
財
政

赤
字
が
震
源
と
な
る
世
界
同
時
株
安

に
見
舞
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
問
題

を
冷
静
に
受
け
止
め
た
と
い
え
る
。

今
後
、
リ
コ
ー
ル
問
題
の
中
心
地

ア
メ
リ
カ
で
ど
こ
ま
で
波
紋
が
広
が

る
か
気
に
な
る
が
、
大
き
く
み
れ
ば

自
動
車
株
へ
の
影
響
は
一
巡
し
た
と

思
わ
れ
る
。


